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不明な点がありましたら、富里公民館(62-3359)にお問い合わせ下さい。
以上

回　覧

・ 缶類、ペットボトルは資源物です、資源物収集時に出して下さい。
・ 特にスプレー缶は業者が回収しません、不燃物コンテナには入れないで下さい。
・ 燃えるごみは、決められた時間を守って出して下さい。
・ 粗大ごみは年に4回の粗大ごみ収集時に出して下さい。

ごみステーション見回り結果報告とお願い

          ＜令和5年ごみステーションの見回り結果＞

＜お願い＞

日頃、ごみの分別収集にご協力を頂き誠にありがとうございます。
富里区会では、毎週２回、ごみステーションの見回りを行なっております。
その目的は、ごみ収集業者によって収集されなかったルール違反物を回収し、分別処理す
ることです。
以下に、令和5年にごみステーションの見回りを行なった結果の要点をまとめましたので、別
紙1、2と共にごみステーションの運用状況ご確認下さい。
加えて、下記のお願い事項を厳守して頂き、ルール違反物のない運用を目指して、皆さま
のご協力をお願いいたします。

・ 年間103回の見回りを実施し、286件のルール違反物を処理した。
・ 最も多いルール違反物は、スプレー缶、ペットボトルなどの資源物で、全体の67％を占
めていた。
・ 続いて、「指定時間外燃えるごみ出し」が12%、「粗大ごみ」が8%だった。
・ 最もルール違反の多いごみステーションは、第二体育館裏(No.104)の162件で、
  全体の57％だった。
・ 最も良好だったのは、丸山団地(No.101)の0件だった。
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